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測量、建設コンサルタント業務等の請負契約に係

る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者の

資格等

平成18年３月27日

告示第17号

みどり市が発注する測量、建設コンサルタント業務（土木建築に関する工事の設

計若しくは監理又は土木建築に関する工事の調査、企画、立案若しくは助言を行う

ことの請負又は受託を行う業務をいう。）、地質調査業務（地質又は土質について調

査、計測、解析し、判定することにより、土木建築に関する工事の調査、企画、立

案若しくは助言に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務

を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。）等の請負契約に係る一般競争入札

及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに一般競争入札及び指名競争入札

に参加しようとする者の申請の時期及び方法等を次のとおり定めたので、地方自治

法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第167条の５第２項及び第

167条の11第３項並びにみどり市契約規則（平成18年みどり市規則第49号）第２条

及び第13条の規定に基づき告示する。

１ 競争入札に参加できる者の資格

競争入札に参加することができる者は、次項に掲げる要件に該当する者で市長

の行う審査により競争入札に参加するために必要な資格（以下「入札参加資格」

という。）を有すると認定されたものとする。

２ 入札参加資格審査を申請できる者

入札参加資格審査を申請できる者は、別表第１の左欄に掲げる業務の種類ごと

に、それぞれ同表の右欄に掲げる者及び当該業務の実績を有する者とする。ただ

し、法律で登録が義務づけられている業務については、登録を受けた者に限る。

３ 競争入札に参加しようとする者の申請の時期、方法等

入札参加資格審査を受けようとする者は、「ぐんま電子入札共同システム」に

よる参加申請を市長に行うものとする。

(１) 申請の時期は、隔年の１月５日から２月３日までの間とする。

(２) 申請書の提出先

みどり市笠懸町鹿2952

みどり市総務部財政課
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(３) 添付書類の提出先

前橋市大手町１丁目１番１号 群馬県庁県土整備局監理課内

群馬県ＣＡＬＳ／ＥＣ市町村推進協議会

(４) 添付書類の種類

添付書類の種類は、別表第２に掲げるところによる。

４ 申請書及び添付書類の変更の届出

申請書及び添付書類の記載事項に変更があるときは、遅滞なく「ぐんま電子入

札共同システム」により市長に届け出るとともに、添付書類を提出しなければな

らない。この場合において、添付書類の提出方法は、前項第３号及び第４号に準

ずるものとする。

５ 資格の取消し等

競争入札に参加しようとする者又は現に競争入札に参加する資格を有する者

が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は該当するに至ったときは、その申

請を却下し、又はその資格を取り消し、若しくは相当の期間資格を停止すること

ができる。

(１) 令第167条の４及び第167条の11第１項の規定に該当するに至ったとき。

(２) 申請書及び添付書類の記載事項を偽って記載したとき。

(３) 営業に関し法律上必要とする資格を有しない者であることが判明したと

き。

附 則

この告示は、平成18年３月27日から施行する。
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別表第１（第２項関係）

測量業務 測量法（昭和24年法律第188号）第55条の規定により登

録を受けている者

建築関係建設コンサル

タント業務

建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定により

登録を受けている者

建設コンサルタント業

務

建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第

717号）第２条の規定により登録を受けている者

地質調査業務 地質調査業者登録規程（昭和52年建設省告示第718号）

第２条の規定により登録を受けている者

補償コンサルタント業

務

補償コンサルタント登録規程（昭和59年建設省告示第

1341号）第２条の規定により登録を受けている者

不動産鑑定評価業務 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38年法律第152

号）第22条の規定により登録を受けている者

土地家屋調査業務 土地家屋調査士法（昭和25年法律第228号）第８条の規

定により登録を受けている者

司法書士業務 司法書士法（昭和25年法律第197号）第８条の規定によ

り登録を受けている者

計量証明業務 計量法（平成４年法律第51号）第107条の規定により登

録を受けている者

その他の業務 その他市長が別に定める者
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別表第２（第３項関係）

添付書類

番号 種類 様式等

１ 納税証明書

（法人の場合）

県税、法人税、消費税及び地方消費

税法人事業税、法人市民税及び固定

資産税（ただし、法人市民税、個人

市民税及び固定資産税にあっては、

当市に事業所等を有する業者に限

る。）

（個人の場合）

県税、所得税、消費税及び地方消費

税、個人事業税、個人市民税及び固

定資産税

発行官公庁の定めた様式による。

２ 登記事項証明書（法人のみ） 商業登記法（昭和38年法律第125

号）による証明書

３ 身分証明書（個人のみ） 在住する市町村の発行したもの

４ 直前１年分の財務諸表 任意の様式

５ 登録証明書 発行登録官署の定めた様式の写し

なお、建設コンサルタント、補償

コンサルタント及び計量証明事業

の登録を受けている場合は、「部

門」が明記されたものの写し

６ 測量等実績調書 様式第１号

７ 技術者経歴書 様式第２号

８ 委任状 委任者及び受任者の氏名並びに委

任内容を記載したもの

備考

１ 上記添付書類中番号２及び３については、該当する場合のみ添付するものと

する。

２ 上記の添付書類中番号５については、登録している者のみが添付するものと

する。

３ ６及び７については、紙による提出ではなく、電子による提出とする。

４ ８については、県外業者のうち提出を希望する者のみが添付するものとす

る。
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様式第１号（第３項関係）
測 量 等 実 績 調 書

（登録業種区分） 商号又は名称

着 手 年 月
注 文 者

元請又は
下請の別

件 名 測量等対象の規模等
業務履行場所の
ある都道府県名

請 負代金 の額
（千円） 完了（予 定）年月

記載要領
１ 登録を受けた業種ごとその他の営業の種類ごとに作成すること。
２ 直前２年間の主な完了業務及び直前２年間に着手した主な未完了業務について記載すること。
３ 下請については、「注文者」の欄には元請業者名を記載し、「件名」の欄には下請件名を記載すること。
４ 「測量等対象の規模等」の欄には、測量の面積・精度等、設計の階数・構造・延べ面積等を記載すること。
５ 「請負代金の額」は、消費税込みの金額を記載すること。
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様式第２号（第３項関係）

技 術 者 経 歴 書

（業種区分） 商号又は名称

最 終 学 歴 法 令 に よ る 免 許 等
氏 名

学校の種類 専 攻 学 科 名 称 取得年月日
実 務 経 歴 実務経験年月数

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

記載要領
１ 測量、建築関係建設コンサルタント業務等の業種区分ごとに作成すること。
２ 「氏名」の欄は、営業所（本店又は支店若しくは常時契約する事務所）ごとにまとめて行い、その直前に括弧書きで当該営業所名を記載すること。
３ 「学校の種類」の欄には、大学、高等専門学校等の別を記載すること。
４ 「法令による免許等」の欄には、業務に関し法律又は命令による免許又は技術若しくは技能の認定を受けたものを記載すること。（例：○○建築士、○○土

木施工管理技士）
５ 「実務経歴」の欄には、最近のものから記載し、純粋に測量・建設コンサルタント等業務に従事した職種及び地位を記載すること。


